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ドイツ不動産税法改正と新不動産評価について（その３）
―連邦モデルと面積モデル―

野 田 裕 康

は じ め に

２０２５年より施行予定であるドイツ不動産税法の課税標準額として用いる土地
評価がドイツ全土で開始された。３度目となったこの公的土地評価制度は，も
はや統一評価ではなくなっている。多くの州が連邦の提示した評価手法（連邦
モデル）を採用してはいるものの，州の評価独自性も強化されているからである。
本稿では「ドイツ不動産税法改正と新不動産評価について」（その１）―連

邦モデルと州モデル―，（その２）―統一評価の改革と１６州の評価計画―，に
続き（その３）として，連邦憲法裁判所が違憲とした現行不動産税法に代わ
り，２０２５年から施行される改正不動産税法における徴税の第１段階たる評価に
ついて具体的に考察したい。特に多くの州で採用されている評価手法が，これ
までよりも評価基準や手続きを大幅に簡素化し課税標準額を時価に近づけた連
邦モデルである。他方で，不動産の価格評価を全く捨象したバイエルン州の面
積モデルもその実現に向けて様々な議論がある。本稿ではこの２つのモデルに
焦点を当ててその具体的な評価手法について論考する。
この新しい不動産税制度は大まかにいえば，まず不動産所有者による評価額

の申告が求められ，次にその申告を基に税務署が州の算定率に基づき課税評価
額を決定し，その後市町村が２０２４年内に決定する２０２５年度不動産税賦課率に基
づき納税義務者へ納税通知書が送付される。従って所有者は自己の不動産につ
いて州の評価方針に沿った正確な評価を申告する必要がある。この点は，日本
の固定資産税制度と異なり納税義務者の負担が大きな不動産税改革となってい
る。いわばドイツ全土を一斉に課税評価するこのような行政コストの一部転嫁
に関しては，例えば期限後提出の懸念や評価の恣意性等で今後様々に議論を引
き起こす可能性が残されていよう。
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１．２０２５年不動産税施行に向けた準備段階

２０２２年１月１日を査定実施日とする不動産税課税標準たる新しい公的土地評
価制度は，まず，納税義務者と課税当局の２面から整理しておく必要がある。
２０２２年１月１日時点でドイツ国内に不動産を所有する納税義務者は，同年４
月から６月までに所管税務署より所有する不動産の価額についての通知書（所
有者へのお知らせ）が送付される。それに基づき納税義務者は同年７月１日か
ら１０月３１日までの間にELSTER１（電子税務申告システム）より不動産評価額
を算出し，所轄税務署へ不動産税表明書（Grundsteuererklärung）の届出（電
子表明）を行う。課税庁ではこの表明書から新しい不動産税額としての評価算
定を行って所管市町村へ通達し，同時に納税義務者へも通知する。その後は
２０２５年に所管市町村が新しい賦課率に基づき納税通知書を送付し，新不動産税
法に基づく納税義務（納付書）が発生する。
《図表１》は２０２５年までの手続きを２面から簡略化したものである。これは
あくまでも期日を主眼にしてまとめたものであり，各州により評価の進捗状況
はかなり異なっている。いずれにせよ納税者が行うべき所有不動産の評価額算
定と税務署への通知は７月より４か月間となっており，また，税務署から通知

１ ELSTER HP（https:／／www.elster.de／eportal／start）

《図表１》 ２０２５年不動産税施行までの流れ

期 日 内 容 該 当

２０２２／０１／０１ 評価実施日（新不動産税価額基準日） 不動産税法

～２０２２／０６／３０ 標準地価決定・公表 土地鑑定委員会

２０２２／０７／０１～
２０２２／１０／３１

所有不動産評価額算定・表明書届出開始
届出締切

納税義務者

２０２２／０７／０１～
２０２３年末

不動産税価額決定通知送付Grundsteuerwertbescheid 税務署

２０２４前半
２０２４後半

不動産税算定通知送付Grundsteuermessbescheid
次年度賦課率決定・新不動産税額確定

税務署
市町村

２０２５／０１／０１ 賦課基準日（新不動産税額決定通知書送付）［納付書］ 市町村

出所：ST州HP（Startseite ＞ Steuern ＞ Grundsteuer），NI州HP，その他より作成

駿河台経済論集 第３２巻第１号（２０２２）

６２



される不動産税額決定書に対する異議申し立ては１か月以内に行うこととされ
ている。

２．連邦モデルによる土地評価

不動産税における課税対象としての経済単位は，土地資産（不動産）である。
評価法２では「地域の習慣，実際の風習，目的，個々の経済財の経済的関連性
を考慮する」とされている。つまり，何が経済単位として妥当であるかを評価
法では「取引上の諸見解（Anschauungen des Verkehrs）」として詳細な明記
をしていない。ここからドイツ土地評価に際する地域の優先性が読み取れ，公
的（連邦）統一評価のいわば限界を指摘できよう。上物のある不動産（既建築
物）の課税対象は土地，建物，その他構成要素，付属物に分類される。
１６州中１１州３が採用する連邦モデルの評価は不動産税価額の算定４に基づいて
いる。８種に分類された既建築物の不動産税価額は，評価法に規定された収益
方式（４種）と物件方式（４種）より算出し，未建築地は物件方式により算出
される。なお，屋外に施設がある場合，個別に価額を算出することはなく，一
体のものとして評価される。
まず，収益方式による不動産税価額の算出であるが，これは住宅不動産，即

ち１世帯住宅，２世帯住宅，賃貸住宅地，所有住宅を対象としており，Man-
nek（２０２２）はドイツ全体で約３，６００万単位のうち約２，４００万単位がこの方式に
より評価できるとみている５。
住宅不動産の評価パラメーターは，面積（敷地／建物／居住），標準地価，築

年，賃料区分，純賃料が用いられる。面積は納税義務者が保有する登記簿や統
一評価額決定通知書から，標準地価はBORIS-Dシステムの縦覧により，築
年・賃料区分・純賃料は不動産税改革法６に基づき改正された評価法附則（An-

２ §２Abs. １ satz ３ BewG. また同条第２項では「所有者が同じである複数経済
財は一つの経済単位とする」とされている。
３ 連邦モデルを一部のみ修正しているSN州とSL州も含める。
４ §２２０BewG.
５ Mannek, W（２０２２）: S. ３３. 他方で約３，６００万単位のうち不動産税Ｂは約３，２００
万単位である。
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lage）に列記された建物区分・補正係数・利回り一覧表により，それぞれ算出
することができる。面積の用途区分は居住面積令（WoFIV）に基づいている７。
賃料平均水準は地域格差が大きいことから，評価法附則に１６州別基準賃料を列
挙しており，算出の根拠は２０１０年の不動産価額算定令（ImmoWertV）にて定
めている８。
２０２１年末のショルツ政権発足により，新たに連邦住宅・都市開発・建設省
（BMWBS）が設立され，２０２２年１月１日より新しい不動産価額算定令（Im-
moWertV２０２１）９が施行されることになった。これまで推奨的役割が強かった
６つの算出指針（ガイドライン）を整理統合して，いわゆる適用マニュアル
（Anwendungshinweise）として新たにImmoWertAも併せて公布し，市場価
格を一本化したことになる。これらによりドイツ全土で不動産取引価額評価の
統一基準が設定され，民間鑑定評価も含め市場透明性１０と客観性が高まってき
たともいえよう。
《図表２》は１６州の平均賃貸不動産賃料の中でBY州（高額例）とST州（低
額例）のみを抜粋したものである。特にBY州では連邦統計局のデータ更新に
より賃貸住宅賃料の上昇１１が大きくなっている。
この算定令に基づいた不動産税価額の算出は資本化した純収益１２と割引地価１３

の合計が収益方式での価額となる。資本化した純収益とは，建物の粗収益と取
得費１４の差額を基礎にして補正される。この割合は最低価額として未建築地評

６ GrStRefUG,１６.０７.２０２１（BGBl. I S．２９３１）.
７ WoFlV,２５.１１.２００３（BGBl I S.２３４６）.
８ 野田（２０２１）：p.１７.
９ ImmoWertV２０２１，１４.０７.２０２１（BGBl. I S.２８０５）.
１０ Beck, HJ（２０２２）: ImmoWertV: Die neue Immobilienwertermittlungsverord-
nung, ivd.

１１ 野田（２０２１）：p.２２.
１２ §２５３BewG.
１３ Anlage４１, zu§２５７ BewG. 利子率は１．５％～４．５％まで１９段階，建物残存年数は
最長１００年までである。

１４ Anlage４０, zu§２５５ BewG. 建物種類３種，建物残存年数は２０年未満～６０年超ま
で４段階である。
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価額の７５％を超えたもの１５でなければならない。また，割引地価は標準地価１６か
ら算出された未建築地不動産税価額の評価１７を基にして，いわゆる現価係数１８

《図表２》 州・築年・種類・面積別賃料粗利益算定表（２０２２／０１／０１基準）［単位：€］

州名 住宅種類 住宅面積
築 年

～１９４８年 １９４９～１９７８ １９７９～１９９０ １９９１～２０００ ２００１～

BY

１世帯住宅

～６０m２ ７．８６ ７．５４ ７．７６ ９．２８ １０．６４

６０m２～１００m２ ６．８９ ７．０４ ７．３４ ８．０７ ８．５０

１００m２～ ６．０９ ６．６９ ７．０６ ７．３０ ８．８０

２世帯住宅

～６０m２ ６．９１ ７．３５ ７．４１ ７．４８ ８．２５

６０m２～１００m２ ５．０６ ５．４５ ５．５７ ５．７２ ７．０７

１００m２～ ４．６１ ４．８５ ４．９６ ５．４２ ６．７９

賃貸住宅

～６０m２ ９．８２ １０．４１ １０．４４ １１．１２ １４．５６

６０m２～１００m２ ７．７４ ８．０４ ８．４０ ８．６１ １０．５０

１００m２～ ７．８０ ７．２９ ７．８１ ８．００ １０．５０

ST

１世帯住宅

～６０m２ ６．２３ ５．７８ ５．５３ ７．４３ ７．７９

６０m２～１００m２ ５．４５ ５．３９ ５．２２ ６．４５ ６．２３

１００m２～ ４．８３ ５．１４ ５．０２ ５．６２ ６．４５

２世帯住宅

～６０m２ ６．１９ ６．３７ ５．９６ ６．７５ ６．８３

６０m２～１００m２ ４．５４ ４．７２ ４．４７ ５．１７ ５．８５

１００m２～ ４．１３ ４．２０ ３．９８ ４．８９ ５．６２

賃貸住宅

～６０m２ ７．２２ ７．４１ ６．９０ ８．２４ ９．９０

６０m２～１００m２ ５．６９ ５．７２ ５．５５ ６．３８ ７．１４

１００m２～ ５．７４ ５．１９ ５．１６ ５．９３ ７．１４

全州 駐車場 １台分 ３５€／月

出所：Anlage３９, zu§２５４BewG.

１５ §２５１BewG.
１６ §１９６BauGB.
１７ §２４７BewG.
１８ §３４ImmoWertV.
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（Barwertfaktor）により建物残存年数１９と不動産利率２０から引いたものである。
補正係数は以下の計算式を根拠としている。

V＝KF＝ qn－１
qn×（q－１）

q＝１＋ p
１００

n＝残存年数
p＝不動産利子率
V＝KF＝資本化要素

ドイツは伝統的に賃貸住宅の割合が高く２１，賃貸市場で地域通常賃料比較の
標準とされるいわゆる賃料シュピーゲルの役割が大きい。しかしながらこれま
で１６州の純賃料の格差は特に都市部で顕著であり，近年の住宅需要の高まりは
州の住宅政策上でもいわゆる賃料ブレーキ（地域賃料相場の１０％以上の抑制）
の再導入が議論されていた。都市部などに限定され必ずしも適正とは言い難
かった地域の賃料シュピーゲルは，２０２２年７月１日施行の賃料シュピーゲル法
改正２２により，人口５万人以上市町村に作成が義務付けられた。
《図表３・４》は賃料シュピーゲル統計の一例として，Immobilien Scout社２３

のネットデータ（wohnungsboerse.net）から２０２２年５月時点の州と州都のm２

別賃貸住宅賃料を集計比較したものである。Immobilien Scout社ではドイツ全

１９ Anlage３８, zu§２５３ BewG. 例えば１世帯住宅や賃貸住宅地などの法定耐用年数
は８０年，倉庫型店舗や自動車店舗などは３０年とされている。

２０ 例えば１・２世帯住宅は２．５％，６戸以上の賃貸住宅は４．５％など，§２５６BewG.
２１ 持ち家率は２０２１年で５０％未満である。Kholodilin／Michelsen（２０２１）: S.４７２.
２２ MsRG,（BGBl, I ２０２１S．３５１５）. これにより適正な賃料シュピーゲルを２０２３年末
までに規定する義務を負うことになった。Vgl. MsV,（BGBl, I２０２１S.４７７９）.

２３ 賃料シュピーゲル例《https:／／www.wohnungsboerse.net／mietspiegel-mietpreise》
なお，このデータはあくまでもImmobilien Scout社が算定したものであり，厳密
なm２当たりの賃料を導くものではなく参考値である点に注意する必要がある。
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土での平均を３区分で１０．７６€［１００m２］，９．４６€［６０m２］，１３．２€［３０m２］と
集計しており，いずれもBY州が１６州で最も高い賃料水準を示している。さら
にBY州は州平均と州都との賃料格差も大きいことが指摘でき，最も賃料水準
が低いST州は，居住面積別の格差が少ないことも伺える。なおHE州は，居住
面積別３区分いずれも州平均が州都を上回っており他州には見られない特徴と
なっている。
また，公的な賃料区分補正として新たに賃料水準区分令２４が作成された。こ

れは２０２１年１月２５日時点での賃料に対する市町村間の補正として，全州統一的
に補正の区分を７段階に分けたものである。ここでは賃料区分３を基準（増減
なし）にして純賃料を州内で補正（均衡化）させており，賃料補正区分１がマ
イナス２０％，賃料補正区分７がプラス４０％となる。算出の根拠は２０２０年に改正
された住居手当令２５に基づいている。元々は改訂された連邦統計局のミクロセ

《図表３》ST州と州都の賃料［２０２２／０５］

《図表４》BY州と州都の賃料［２０２２／０５］

出所《図表３・４》：Immobilien Scout“Aktuelle Mietspiegel in Deutschland”より作成
［２０２２／０６／２６参照］

２４ MietNEinV, Anhang zu §１, Anlage,１８.０８.２０２１（BGBl. I S.３７３９―３８８５）.
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《図表５：州別賃料水準補正区分［旧東独］》

《図表６：州別賃料水準補正区分［旧西独］》

出所《図表５・６》：BGBl, Teil I Nr.５８vom２６.０８.２０２１, S.３７３９～３８８５，より作成
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ンサス２０１８のデータに依拠しており，近年のドイツ賃料高騰を受けて新たに賃
料補正区分７（プラス４０％）を，評価法附則３９の２で収益方式による純賃料算
出に追加したものである。
本論では公的な賃料補正の１６州別の特徴を把握するため，ドイツ全市町村の

賃料水準補正区分を州ごとに総計１１，０１２団体を集計し，東西ドイツ別に補正割
合を分析した。《図表５・６》参照
この集計結果よりまず，旧東独地域ではBB州を除きプラス補正をしている

州はなく，特にSN州とTH州は８割以上がマイナス２０％補正をしていることが
判明した。一方，旧西独地域ではHE州が州内で２割の団体がプラス補正をし
ており，都市州であるHH州がプラス３０％補正，BE州がプラス１０％補正となっ
ており１～２団体のみである都市州の地価を反映していることが伺えよう。ま
た特にBY州は，新たに設定された賃料上昇率の高いプラス４０％を４６団体で設
定しており，他州には見られない賃料補正２６を行っていることが分かる。他方
でRP州はプラス補正している団体がなく，州内の約８５％の団体がマイナス
２０％補正をしており，NI州でも約７５％がマイナス２０％補正となっている。
これらの結果から，１６州の賃料補正は東西ドイツの差だけでなく，旧西独内

でも市町村間で賃料補正格差が大きく，連邦による統一的な基準設定が困難で
あることが明瞭になったと言えるであろう。このことは州間や市町村間での受
益の対価としての税収（賦課率）調整においてもドイツ不動産税の独自性があ
るとも指摘できる。
次に物件方式による不動産税価額の算出は，非居住建築物である商業不動産

（事業用地，混用不動産，部分所有不動産，その他建築物）に適用され，また，
未建築地も物件方式で算出される。住宅不動産と異なり商業不動産には公的な
賃料統計がないため，評価パラメーターは，土地面積，建物総面積，標準地価，
築年，建物生産費が用いられる。m２当たりの標準地価額 （～１００€～３００€～）

２５ １２. WoGVÄndV,（BGBl. I S.１５９４）.
２６ ちなみに，このグラフでは読み取れないが，他の州でプラス４０％補正を行っ
ているのは，SH州（３団体），HE州（１団体），BW州（１団体）のみである。
なお，SH州で高い補正率（プラス３０％と４０％）を設定している団体は殆どがHH
州に近接している市町村であった。
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と，地価と建物物件価額の合計である暫定物件価額（～５０万€～３００万€～）２７

で決定する。
未建築地は標準地価と土地面積で土地（部分）価格［地価］が算出でき，既

建築物は建物部分の生産費として現在NHK（通常建築費）２０１０２８を基準にして，
建築物価指数１４８．６％２９で修正した後に建物総床面積を乗じて建物の通常建築価
額３０が確定する。総床面積はDIN２７７-１（２００５／０２）に基づき平面図で通常利用
可能部分３１が用いられる。この後にいわゆる経年減点補正（Max７０％）を行い
建物物件価額が確定する。このようにして算出された暫定物件価額は最後にそ
の価格（７区分）をBRW（３区分）から数値補正（Wertzahlen）を行い，商
業不動産の不動産税価額が確定する。

３．評価の更新

改正評価法では，税務署が行う不動産税価額の評価は７年毎とされており，
次回の評価（評価実施日）は２０２９年１月１日を予定している。この間に評価額
が変更した場合には，いわゆる再評価（評価の更新）を行うことになる。まず，
１５，０００€以上の増改築や解体・用途変更・所有者変更などが生じた場合には価
額更新（Wertfortschreibung）を，新築した場合には（賦課期日）後更新（Nach-
fortschreibung）を不動産（経済単位）更新後の１月１日を賦課期日として再
評価される３２。また，租税算定額自体が変更された場合や，市町村側の事由に
より区画整理や用途変更がなされた場合も同様である。さらに，住宅政策上の
優遇措置を適用する場合にも，税務署は通常の租税算定率で計算するため，評

２７ Anlage４３, zu§２６０BewG.
２８ NHK２０１０は連邦財務省の指針（BewRGr）と通達により決定されたもので，
現在は２０１０年を基準にしているが，２０２４年までに改正が予定されている。具体
的な数値は評価法附則４２で建築類型（２０種）と築年（３区分）により明記され
ている。

２９ BMF１１．０２．２０２２, IV C７-S３２６６／２２／１０００１:００１.
３０ §２５９Abs.２BewG.
３１ 住宅面積とは異なり地下室を含め，屋根裏部屋も高さ２m以上は控除されない。
３２ §２２２／§２２３／§２２７, BewG.
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価の変更を申請する必要がある。

４．BY州の土地評価

土地の面積と土地の利用形態だけで課税評価額を決定するBY州は３度目の
公的土地評価改革で最も注目されている。他方で不動産の価格や立地を考慮し
ない評価には多くの批判がある。この章では，２０２２年前半に行われている評価
の実際について検討を行う。
まずBY州不動産税法３３は，第３条でいわゆる等価額としての応益数（Äquiva-

lenzzahlen）を定めている。これは面積課税を採用するため解放条項を適用し
ている州の租税算定額計算３４の基礎となる数字であり，土地面積（敷地面積）
は０．０４€／m２，建物面積（住宅利用面積）は０．５€／m２とされ，物件の価格や立
地を算定に含めない面積のみの課税標準となっている。なお，HH州，HE州，
NI州も同様の評価を州税法に定めている３５。つまり課税標準決定の第１段階は
面積のみであり，これに州の税率たる租税算定率が第２段階で乗ぜられている
のである。既建築物の分類は，居住用，非居住用，混用の３類型のみであり連
邦の居住面積令に準拠している。
さらに，１６州で最も面積の大きいBY州は大規模住宅地の優遇措置３６として，

土地面積が１０，０００m２以上でその９０％以上に建物がない（未開発の）場合は，
それを超えた面積部分は０．７乗して算定するものとし（９０―１０，０００規定），建物
の９０％以上が居住目的で利用されている建物面積の１０倍を超える土地面積部分
の応益数は５０％削減して０．０２€／m２としている（１０―５０―９０規定）。
この応益数という概念は土地保有課税における受益と負担とを面積のみで判

定するための単純な変数であるが，保有価値（負担能力原則）を排除し利用価
値（応益原則）に基づいた新しい公的課税評価変数と言えよう。不動産税に面
積モデルの採用を長年主張してきたBY州３７は，従来の統一評価による定期評価

３３ BayGrStG: GVBl. S.６３８, BayRS６１１-７-２-F.
３４ §１５Abs.２GrStG.
３５ これらの州は住宅面積に関して租税算定率も３０％を控除している（連邦モデ
ルでは２５％控除）。

３６ §３Abs.１.２BayGrStG.
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替えの長期未実行と公的評価コストの問題を重視し，物的変更がない限り課税
標準が変わらず，定期評価替えの必要性も無くした面積モデルのメリットを具
体化することに成功したが，批判も多い。例えばSchmidt, TI（２０２０）は，費
用と便益の応益（等価）性は潜在的な負担能力原則に基づいてきた不動産税課
税根拠の代替にはなり得ないと指摘する３８。面積のみで一律課税することは立
地や物件など潜在的な収益格差を捨象しており課税の公平性に違反すると主張
している。また，道路（境界線）による税負担格差（いわゆるゾーニング）の
存在も議論を深めてきている３９。市町村が立地とローカルサービスとの関係性
を補完できるからである。これは第２・３段階（税率格差）との連続性が第１
段階の絶対的な面積評価の公平性に影響を与え，個々の不動産に価格要素が加
わることになろう。
議論を単純化するならば，課税評価段階では価格に依存しないが，応益の指

標，即ち負担決定段階では価格で決定されるものである。応益原則に基づく対
価尺度（サービスの基準）を価格（税額）で表している以上，受益の範囲を面
積のみで確定することは，都市部と郊外部との立地格差や物件格差など物税と
しての課税正当性も見出せない。
２０２２年３月３０日付でバイエルン州税務署は納税義務者に対して連邦モデルと
同様に不動産税申告書の電子申告を義務付けている４０。しかし不動産価格の申
告は不要なため，連邦モデルのようなBORIS-Dシステムの縦覧は不要となり，
代わりに不動産地籍情報システム（ALKIS）を参照できるよう１２月末まで公
開している４１。バイエルンアトラス不動産税と命名されたこの測量庁のデータ

３７ BY州財務相は税法における７５年ぶりの快挙とまで述べている。Vgl. FAZ.２４.
１１.２０２１.

３８ Schmidt, TI（２０２０）: S.１２.
３９ Bayerischer Landtag（２０２１）, Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen,
１１１. Sitzung, S.３４. ff, auch Vgl. Rüchardt, B（２０２１）: S.１０.

４０ Öffentliche Bekanntmachung des Bayerischen Landesamts für Steuern“Auf-
forderung zur Abgabe der Grundsteuererklärung für den Hauptfeststellung-
szeitpunkt１. Januar２０２２”
但しBY州は電子申告以外の提出可能性も他州と比べ高く設定している。
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には，区画番号，公表面積，地区名，地区番号，利用形態などが記載されてお
り，納税義務者はここから平面的な面積を把握することができる。
税務署はその後申告書の情報に基づいて不動産税算定額を決定して管轄市町

村へ通知する。税務署はさらに納税義務者へ不動産税応益額通知書（不動産税
価額決定通知書）と不動産税算定通知書を通知し，管轄市町村からは２０２４年中
に翌年の賦課率決定後不動産税（納税）通知書が送付される。

お わ り に

本稿では，２０２５年からの新不動産税施行に向けた地価を前提とする連邦評価
モデルと，地価以外を前提とするBY州の評価手法を特に実務的側面から考察
した。納税義務者が行う所有不動産評価の表明（申告）期間は４か月であり，
その後に税務署が約２年をかけて最終的に課税標準を確定する４２。よって現時
点（２０２２年８月）では評価結果が集計されていないため，税負担の考察までは
議論できない。しかし今般の再評価は，第１段階としての市町村の財源となる
不動産税の負担公平性を議論した後の課税評価額算定における州別評価であり，
第２段階（州税率）と第３段階（市町村税率）の調整如何では第１段階の評価
公平性の根拠が希薄になってしまうであろう。あくまでもドイツにおいて土地
保有課税をどこまで正当化でき，公平な税収確保を保障できるかが改正の目標
でなければならない。
現在のドイツの不動産税改革議論は，その多くが様々な州評価実施から負担

を具体化してはいるが，それは２０２４年時点で定まる賦課率を前提（仮定）とし
た現時点での結論（予測）である。従って，今後はより第２段階，第３段階に
おける議論，そして財政学として税収段階や財政調整の議論まで考察しておか
ねばならないであろう。
土地の評価は我が国では一物四価とも揶揄される。ドイツにおいても，本稿

で考察したようにもはや統一的でなくなった公的評価に対して多くの問題点が
表れていることが判明した。但し公的評価の範囲を連邦レベルと州レベルで分

４１ §１０a BayGrStG.
４２ 納税者への性急かつ複雑な申告義務と行政側の２年評価とのアンバランスを
懸念する意見もある。Vgl. Gerke, T／Liese, P（２０２２）: S.１３.
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離するならば，州の権限の強いドイツにおいていわば地方税の課税権は解放条
項の適用により保障されることになっている。
他方で納税者にとって所有不動産の評価申告は，いわば資産課税徴収根拠に

関わる個人情報の自主通知となり，例え一度限りであったとしても，剰えコロ
ナ禍による景気停滞局面のさらなる納税コストとして不動産税に対する公平性
への不信感や，２０２２年現在不確実な将来の増税に対する懸念材料となってし
まっている。
そのうえ，この州ごとに独立した土地評価制度が一つの課税標準決定４３とし

てのみ用いられることの行政的意義や，地方独自財源としての保有課税の本質
（課税自主権）を考えるとき，ドイツ不動産税の３度目の評価施行に見られて
いるBY州による地価以外の課税標準導入は，我が国の固定資産税においても，
例えばローカルサービスの定量性と独自性の問題や，１．４％一定税率の妥当性
など様々な観点から有益な示唆を得ることができよう。
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